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新型コロナウイルス感染症対策のため小学校、中学校、高等学校 

   及び特別支援学校等における一斉臨時休業について（通知） 

 

 標記の件について、文部科学事務次官から通知がありましたのでお知らせし

ます。 

 各学校におかれましては、感染拡大防止のため別添通知の趣旨を踏まえ、臨

時休業の実施について御検討いただきますようお願いいたします。 

 なお、保護者及び児童生徒の皆様に向けたメッセージ及び県教育局の対応方

針（新型コロナウイルス感染症対策に係る教育局関係の対応）について、併せ

て送付いたします。 

 

 

 

 

 

                                 

                            

 

 

 

 

 

                          総務部学事課 

                              高等学校担当 

                            電話  048-830-2558 

                            













新型コロナウイルス感染症対策に係る教育局関係の対応 

 

令和２年２月２８日 
教 育 局 

 

１．臨時休業の要請等 
（１）学校の臨時休業 

 感染症拡大防止の観点を踏まえ、３月２日（月）から春休

み開始までの間、全ての県立中学校・高等学校につき、臨時
休業とする。市町村教育委員会に対して、所管の小・中・義

務教育学校・高校につき、同様に臨時休業とすることを要請

する。（特別支援学校については、当面、学校教育活動を継
続する。） 

 ただし、子供が自宅等で過ごすことが適当でないと考えら

れる場合（例：保護者等が就業しており、仕事を休めない場
合）は、現状で子供を受け入れる施設の目途が立っていない

ことを踏まえ、在籍する子供のうち受け入れ先がない者を学

校施設に受け入れる（※）。 
（※子供を受け入れる時間帯は、通常の学校における在校時間の範

囲内とし、子供の送迎については保護者が責任を持つこととする。

なお、学校での受け入れ終了後に放課後児童クラブに行く児童に

ついては、通常の通所方法によることとする。） 

 

（２）不要不急の外出をしないようにするための措置 
 休業期間中に子供たちが不要不急の外出をしないよう指

導するとともに、保護者に協力を求める。 

 
２．高校入試の実施について 

 全日程を、必要な感染予防対策を講じた上で実施する（学

力検査：２月２８日（金）、実技検査・面接：３月２日（月）、
追検査３月４日（水））。 

 

３．卒業式等の実施について 
 卒業式を実施する場合は、最小限の規模（卒業生及び教職

員のみ）かつ必要な感染予防対策を講じた上で実施する。 

 修了式や部活動等については実施しない。 


